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澤田雅之技術士事務所 

 

公共建築物の木造化を促進するには性能発注方式が必要 

 

公共建築物の木造化を促進するには、施工業者が有する最先端技術や施工上

の創意工夫を活かしていくことが不可欠です。これには、公共建築物の発注時に、

グローバルスタンダードである性能発注方式を用いる必要があります。 

 

しかし、我が国では、公共建築物の発注時に仕様発注方式が専ら用いられてい

ます。仕様発注方式では、設計を別途実施して詳細仕様を確定させた上で施工を

発注します。このため、設計段階で詳細仕様を確定できる「熟して枯れた技術」によ

る施工しかできません。つまり、仕様発注方式では、施工業者が有する最先端技

術や施工上の創意工夫を活かしていくことができないのです。 

 

実は、仕様発注方式は、明治維新に端を発する我が国の特殊事情に起因する、

我が国独自のガラパゴス的な発注方式です。どういうことかと言いますと、明治維

新後、多くの優秀な人材を海外留学させましたが、欧米の土木・建築技術を学んだ

人材は官庁で登用したのです。その結果、戦前の土木・建築の公共工事は、最先

端の高度な技術を有した官庁による「直営方式」ばかりとなりました。戦後になって

から、公共工事の施工業務の民間への委託が始まり、続いて、公共工事の設計業

務の民間への委託が始まりました。その際、昭和 34 年のことですが、建設事務次

官通達「土木事業に係わる設計業務等を委託する場合の契約方式等について」 

が発出され、この中で、「原則として、設計業務を行う者に施工を行わせてはならな

い。」という、「設計・施工の分離の原則」 が打ち出されたのです。そして、この通達

が端緒となって、設計と施工の分離発注方式、つまり、仕様発注方式が、土木分野

のみならず建築分野等も含めて、瞬く間に全国に波及していったのです。このこと
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から、我が国の仕様発注方式は、法令（法律、政令、省令）上には根拠となる規定

が無い発注方式であり、また、官庁の技術力が民間企業よりも圧倒的に上であっ

た昭和 30 年代に適応して生まれた、他国に類を見ないガラパゴス的な発注方式で

あると言えます。 

 

このような仕様発注方式は、今日では時代の流れにうまく追随できなくなってい

ます。つまり、官庁と民間企業の技術力の優劣は、昭和から平成に移り変わる頃

に逆転して、今日では、最先端の高度な技術力は民間企業が有しているのです。

このため、「この工事仕様書に示すとおりに施工せよ。」といった仕様発注方式では、

設計段階で詳細仕様を確定できる「熟して枯れた技術による施工」しかできなくなっ

ていて、施工業者が有する最先端技術や施工上の創意工夫を活かしていくことが

凄く難しいのです。 

 

そこで、仕様発注方式に起因する問題を解決するため、性能発注方式の出番と

なるところです。ところが、我が国では、今日までの半世紀以上にわたって、仕様発

注方式の取り組み方や考え方だけが連綿と引き継がれてきたため、性能発注方式

の取り組み方や考え方がどこもよく分かっていないのです。 

 

例えば、公共建築物について見れば、「仕様発注方式で失敗・破綻し、性能発注

方式で復活・成功した新国立競技場整備事業」の他には、性能発注方式の活用事

例がほとんど見当たりません。このことは、「設計・施工の分離の原則」に基づく仕

様発注方式が、あたかも日本人の DNA に組み込まれているかのごとくに、日本人

の無意識レベルの「常識」と化してしまっていることの反映と言えます。しかしながら、

これまでの公共建築物整備事業において、「仕様発注方式で失敗した場合には、

仕様発注方式の改善による取り組み」が図られてきたところですが、うまくいった事

例はあまり見当たりません。それゆえ、これからの公共建築物整備事業では、「仕
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様発注方式で失敗・破綻し、性能発注方式で復活・成功した新国立競技場整備事

業」をモデルとして、「仕様発注方式で失敗しそうな場合には、性能発注方式への

切り替えによる取り組み」がなされることを、大いに期待したいところです。分けても、

公共建築物の木造化を促進するには、「性能発注方式への切り替えによる取り組

み」を真摯に検討して実施していくことが何よりも重要です。 
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